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資料１　参考１ 
全国家計構造調査　家計簿（10月分）（抜粋）
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資料１　参考１ 
全国家計構造調査　家計簿（11月分）（抜粋）
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前期からの繰越金
（手持ち現金） 円

こ
の
エ
リ
ア
に
は
書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

現金収入又は現金支出

❶収入の種類又は
支出の品名及び用途

❷現金収入 ❹現金支出❸数量
食料品は1か月目のみ
記入します
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日（　　  曜日）

Ⅲ

（円） 単位 （円）

円本日の現金残高

資料１　参考２ 
家計調査　家計簿（抜粋）



こ
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に
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書
き
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

※プリペイド（前払い）方式の電子マネー（Suicaなど）で商品・サービスを
購入したときは、「3」（プリペイド）を○で囲んでください。

※ポストペイ（後払い）方式の電子マネー（PiTaPaなど）で商品・サービスを
購入したときは、「4」（ポストペイ）を○で囲んでください。

❸金額
自分の店の商品は
販売額を記入します

クレジット
掛買い・月賦 電子マネー

一
括
払
い

分
割
払
い

プ
リ
ペ
イ
ド

（
前
払
い
）

ポ
ス
ト
ペ
イ

（
後
払
い
）

商

品

券

デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド

口
座
間
振
込
等

自
分
の
店
の
商
品
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備考

クレジット・電子マネーなど
現金以外による購入Ⅳ

❶品名、用途及び購入方法 ❷数量
食料品は1か月目のみ
記入します

該当する番号を〇で囲んで
ください（　　　　　　　　　　    ）
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資料１　参考２ 
家計調査　家計簿（抜粋）



● 日々生じる収入・支出を毎日記入してください。（ Ⅰ ・ Ⅱ 欄以外の収入・支出）
● その日の収入・支出の有無にかかわらず、毎日新しいページに記入してください。収入・支出が全くない日は、その
日のページに「支出なし」と記入してください。

● Ⅲ ・Ⅳ 欄は、日付ごとに見開き２ページとなっています。その日の現金収入・現金支出は左ページの「 Ⅲ 現金収入
又は現金支出」欄に、現金以外による購入は右ページの「 Ⅳ クレジット・電子マネーなど現金以外による購入」欄に記
入してください。

● 同じ日の収入・支出がページ内に収まらない場合は、次のページに同日の日付を記入し、続きの内容を記入してく
ださい。この場合、各ページに「現金収入」、「現金支出」欄の合計金額を記入してください。

● 購入した商品は、個々の品名や誰が使用するのかなどを具体的に記入してください。贈答用や離れて住んで
いる親類や家族、友人・知人にあげるために購入した商品は、そのことがわかるように記入してください。

● 購入した商品ごとに数量を記入します。食料品や飲料は、最初の１か月目のみ重さを記入してください。

現金または現金以外による購入にかかわらず、商品・サービスの購入の際、ポイントサービスやクーポン券
などを使った場合は、実際の代金（値引き前の金額）を Ⅲ 欄の「現金支出」または Ⅳ 欄に記入し、ポイント
サービスやクーポン券などによる値引き額を Ⅲ 欄の「現金収入」に記入してください（12ページ参照）。

● 現金で受け取った収入は、左ページの Ⅲ 欄の「現金収入」に
記入してください。給与や賞与などの収入は、５ページの記入
例のように、税金や社会保険料などが引かれる前の金額を、本
給、通勤手当、時間外手当などに分けて記入してください。

● なお、現金と同様に使える商品券をもらった場合や預貯金口座
から現金を引き出した場合も、「現金収入」に記入してください。

● 上記の収入のほか、現金で受け取ることがある収入には、以下
のものがあります。

※口座に入金された場合は Ⅱ 欄に記入してください。

　■  家賃収入
　■  内職収入
　■  キャッシングやカードローン・質入れなどの借入金
　■  他人に貸した貸付金の返済
　■  離れて住んでいる家族からの仕送り金
　■  友人・知人からのせん別や香典・祝金
　■  株式・債権の売却収入
　■  買取店への売却・オークション販売で得た収入　　など

● 現金で支払った支出は、左ページのⅢ 欄の「現金支出」に記入してください。
　なお、手持ちの現金を預貯金口座に預け入れた場合も、Ⅲ 欄の「現金支出」に記入してください。
● 上記の支出のほか、現金で支払うことがある支出には、以下のものがあります。

　■  現金払いの家賃
　■  キャッシングやカードローンなどの借入金の返済
　■  他人に貸した貸付金

Ⅲ 現金収入又は現金支出
Ⅳ クレジット・電子マネーなど現金以外による購入

現金収入について

現金支出について

記入のしかた

　■  離れて住んでいる家族への仕送り金や授業料
　■  友人・知人へのせん別や香典・祝金
 など
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電子マネーで商品・サービスを購入した場合が該当し
ます。電子マネーは、精算方法の違いから以下の「プリ
ペイド（前払い）方式」と「ポストペイ（後払い）方式」の
２種類に分類されます。

クレジットカードでの購入など、購入代金の支払を、
後日、「一括払い」または「分割払い」で行う場合が該当
します。

現金以外の方法で商品・サービスを購入した場合は Ⅳ 欄に記
入し、支払方法を「○」で囲みます。
購入代金の支払を、後日、「一括払い」または「分割払い」で行う
ものや電子マネー・商品券で購入したものなど、商品・サービス
を現金以外の方法で購入した場合は、すべて Ⅳ 欄に記入して
ください。

クレジット 掛買い・月賦による購入の場合

電子マネーによる購入の場合

商品券による購入の場合

デビットカードについて

口座間振込等について

自分の店の商品を家計用として取り入れた場合

◆プリペイド（前払い）方式
使用前にチャージする必要がある電子マネーで、
チャージした金額の範囲内で商品・サービスを購入する
ことができます。
例）Ｓｕｉｃａ（スイカ）、ＩＣＯＣＡ（イコカ）、ＰＡＳＭＯ
（パスモ）、Ｅｄｙ（エディ）、ｎａｎａｃｏ（ナナコ）、ＷＡＯＮ
（ワオン）など

◆ポストペイ（後払い）方式
購入した商品・サービスの代金を後日まとめて支払う形
式の電子マネーです。プリペイド方式のように使用前に
チャージする必要はなく、クレジットカードのような使
い方ができる電子マネーです。
例）ＰｉＴａＰａ（ピタパ）、ＱＵＩＣＰａｙ（クイックペイ）、ｉＤ
（アイディー）など

世帯または世帯員が経営する店舗で販売する商品を、自家用・贈答用に消費した場合が該当します。
金額はその店舗での商品の販売額を記入してください。

全国百貨店共通商品券やＱＵＯ（クオ）カードなどで商品・サービスを購入した場合が該当します。この欄の商
品券は、現金と同様に多様な商品を購入できる商品券やプリペイドカードなどが該当しますが、購入できる商
品が限定されている図書カードやビール券などは該当しません。
※図書カードやビール券など購入できる商品が限定されている商品券やプリペイドカードなどは、その商品券
を購入したときに家計簿に記入しますが、その商品券を使ったときは家計簿に記入する必要はありません。

金融機関のキャッシュカードで商品・サービスを購入した場合が該当します。デビットカードでは、商品・
サービスの購入時にキャッシュカードの預貯金口座から代金の引落し（即時決済）が行われます。

預貯金口座から販売事業者の口座に代金を振り込んで商品・サービスを購入した場合が該当します。
インターネット通販やテレビショッピングでの代金の口座間振込のほか、離れて住んでいる親類や家族
の口座に世帯員の預貯金口座から仕送り金を振り込む場合もこれに該当します。口座間振込を行う際
に生じた振込手数料も併せて記入してください（9ページ参照）。

現金以外による購入について

商品券
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資料１　参考３ 
家計調査「家計簿の記入のしかた」（抜粋）




